
第４次豊中市一般廃棄物処理基本計画中間見直しの考え方について

４ 一般廃棄物処理基本計画の体系図

【基本理念】協働で取り組む循環型社会の構築

 減量目標（ごみの焼却処理量を令
和9年度（2027年度）には平成28年
度（2016年度）実績の8％削減す

る）は、順調に推移しており、今
回見直しは行いません。

 個別の数値目標については、新型
コロナウイルス感染拡大など社会
情勢が大きく変化する中、再度検
討する必要があります。

 リサイクル率については、プラス
チック製容器包装の増加や紙の減
少など、社会情勢に大きく左右さ
れるため、発生抑制の観点から、
指標として適当なのか検討する必
要があります。

３ 減量目標及び個別の数値目標の再設定について

目標項目
平成28年度
(2016年度)

基準年度

令和３年度
(2021年度)

実績

中間
目標
達成
見込

令和４年度
(2022年度)

中間目標

令和９年度
(2027年度)

最終目標

ごみの焼却処理量 103,584ｔ 100,137 t ○ 99,275 t 95,368ｔ

個
別
の
数
値
目
標

１人１日当たり家
庭系ごみ量（再生

資源除く）

414 

g/人・日
419 

g/人・日
×

397 

g/人・日
386 

g/人/日

家庭系ごみ量
（参考）

59,838ｔ 61,365 t × 57,905 t 56,345ｔ

事業系ごみ量
（再生資源除く）

43,099 t 37,244 t ◎ 40,615 t 38,191 t

リサイクル率 15.7 ％ 16.3 ％ × 17.8 ％ 19.3 ％

２ 見直し後の計画の構成

 「第４次豊中市一般廃棄物処理基本計画」は現在、第1部「ごみ処理基本計
画」、第2部「生活排水処理基本計画」、第3部「食品ロス削減推進計画」（令
和4年（2022年）3月策定）で構成していますが、第1部と第3部との関連性を鑑
み、見直し後は第1部「ごみ処理基本計画」、第2部「食品ロス削減推進計画」、
第3部「生活排水処理基本計画」の構成とします。

 第1部に記載のある食品ロス削減に関するものは、基本的には第2部に再編成し

ます。また、食品ロス削減推進計画に記載している具体的な施策内容について
は、アクションプランである「第4次ごみ減量計画」に統合し、食品ロス削減
に向けた新たなモニター指標についても検討します。

1部：ごみ処理基本計画

■現行

第4次豊中市ごみ減量計画

■見直し後

第4次豊中市一般廃棄物処理基本計画

1部：ごみ処理基本計画

2部：食品ロス削減推進計画

3部：生活排水処理基本計画

第4次豊中市ごみ減量計画

第4次豊中市一般廃棄物処理基本計画

2部：生活排水処理基本計画

3部：食品ロス削減推進計画（別冊）

１ 現状の課題と中間見直しの考え方について

◆第4次一般廃棄物処理基本計画では、令和4年度を中間目標年度として、計画の

進捗状況等に応じた見直しを行うとしています。基本的には、基本理念や基本方
針などはそのまま踏襲しますが、主に次のことについて、検討を行います。

①社会情勢の変化への対応
・令和元年度末から拡大する新型コロナウイルス感染症のため、社会経済活動が
大きく変化し、それに伴ってごみの排出量等にも大きな影響を及ぼしており、
数値目標や具体的な施策など見直しが必要です。

②廃棄物行政を取り巻く情勢の変化への対応
・大阪府は令和3年（2021年）3月に「大阪府循環型社会推進計画」を改定し、
「2030年には3Rの取組みが一層進み、生じた廃棄物はほぼ全量が再生資源やエ
ネルギーとして使用する」などのめざすべき将来像を明らかにするとともに、
府や市町村、事業者、市民それぞれが取り組む施策についても触れており、整
合を図る必要があります。

・令和4年（2022年）4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等
に関する法律」では、プラスチック製品の設計から廃棄物としての処理まで、
プラスチックの資源循環の取組みを促進するための措置が盛り込まれており、
自治体にはプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化に取り組むこと
が求められるなど、今後、市としてどのように対応するか検討が必要です。

③これまでの取組みの効果等を踏まえた見直しの実施
・計画期間となる平成30年度（2018年度）から現在まで、さまざまな取組みを
実施してきましたが、数値目標やモニター指標も含め、具体的な施策に加筆・
修正が必要なものについて、見直しを行います。

【基本施策１】 廃棄物の減量に向けた発生抑制・再使用と質の高いリサイクル（再生利用）の推進

【基本方針】循環型社会の構築に向けた取組を進めます

【基本施策２】 廃棄物の適正処理の推進

【基本施策３】 美しいまちづくりの推進

【基本施策４】 災害廃棄物の適正処理の推進

（1）市民・事業者・行政の協働による循環型社会の構築

（２）家庭系ごみ減量等に関する取組み

（３）事業系ごみ減量等に関する取組み

【ごみ減量計画で定めた具体的な施策】
「環境学習・教育の充実」、「食品ロスの削減に向けた取組み」など

【ごみ減量計画で定めた具体的な施策】
「発生抑制・再使用の推進」、「再生資源集団回収の推進」など

【ごみ減量計画で定めた具体的な施策】
「ごみ減量に向けた情報提供」、「多量排出事業所」におけるごみ減量の促進」など
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